
太田市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則をここに公布する。 

 

令和７年５月２３日 

 

                 太田市長 穂 積 昌 信 

 

太田市規則第８０号 

 

太田市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和３６年法

律第１９１号。以下「法」という。）、宅地造成及び特定盛土等規制

法施行令（昭和３７年政令第１６号。以下「政令」という。）及び

宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則（昭和３７年建設省令第３

号。以下「省令」という。）の施行に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

（定義） 

第２条 この規則において使用する用語は、法、政令及び省令におい

て使用する用語の例による。 

（適用範囲） 

第３条 この規則は、法第１５条第２項又は法３４条第２項の規定に

より法第１２条第１項又は第３０条第１項の許可を受けたものと

みなされた宅地造成又は特定盛土等に関する工事に限り適用する。 

（許可申請） 

第４条 前条に規定する宅地造成又は特定盛土等に関する工事につい

ては、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項又

は第２項に係る申請書に、省令第７条第１項各号（第９号から第１

１号までを除く。）に掲げる書類を添付して提出しなければならな



い。 

（申請書の添付書類） 

第５条 省令第７条第１項第１２号及び第６３条第１項第２号の規則

で定める書類は、次に掲げる書類とする。 

 ⑴ 排水施設を設置する場合、排水施設の設計に係る書類 

 ⑵ 切土又は盛土をする土地の求積図 

 ⑶ 擁壁を設置する場合、擁壁の展開図 

 ⑷ その他市長が必要と認める書類 

（中間検査の申請） 

第６条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第１８条

第１項の規定により検査を申請しようとするときは、省令第４６条

の規定による申請を、法第３７条第１項の規定により検査を申請し

ようとするときは、省令第７６条による申請をそれぞれ行わなけれ

ばならない。また、工区を分けて許可を受けたときは、当該工区ご

とに申請を行わなければならない。 

２ 前項の規定により検査を申請しようとする者は、太田市手数料条

例（平成１７年太田市条例第７９号）の定めるところにより、手数

料を納付しなければならない。 

（定期の報告） 

第７条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第１９条

第１項の規定による報告については宅地造成又は特定盛土等に関

する工事の定期報告書（別記様式）に省令第４８条第１項に規定す

る書類を、第３８条第１項の規定による報告については省令第７８

条第１項に規定する書類をそれぞれ添付して行わなければならな

い。 

（立入検査証の様式） 

第８条 第３条に規定する宅地造成又は特定盛土等に関する工事につ

いて、立入検査（法２４条及び第４３条に規定する立入検査をい



う。）の際に職員がその身分を示す証明書は、国土交通省の所管す

る法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示

す証明書の様式の特例に関する省令（令和３年国土交通省令第６８

号）別記様式の例によるものとする。 

（書類の提出） 

第９条 法、政令、省令及びこの規則の規定により、市長に提出する

申請書等及びこれに添付する書類の提出部数は、正本及び副本各１

通とする。 

（その他） 

第１０条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、令和７年５月２６日から施行する。 



 

別記様式（第７条関係） 

 

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の定期報告書 

 

年  月  日 

（宛先）太田市長 

 

 住所            

氏名            

                  

宅地造成及び特定盛土等規制法 {
第19条第１項

第38条第１項} の規定により、宅地造成又は特定盛土

等に関する工事の定期報告書について次のとおり届け出ます。 

１ 工事が施行される土地の所在

地       

 

２ 許可年月日及び許可番号 年  月  日 第    号 

３ 報告年月日 
第１回目 第２回目 第３回目 第４回目 

年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 

４ 報告の時点における盛土又は

切土の高さ 
ｍ ｍ ｍ ｍ 

５ 報告の時点における盛土又は

切土の面積 
㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 

６ 報告の時点における盛土又は

切土の土量 
㎥ ㎥ ㎥ ㎥ 

７ 報告の時点における擁壁等に

関する工事の施行状況 

    

 

注 １ 法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載す

ること。 

  ２ 第５回目以降の報告を行う場合は、表を追加して使用すること。 

  ３ 報告の時点における盛土又は切土をしている土地及びその付近の状況並びに７欄

の状況を明らかにする写真その他の書類を添付すること。 


